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平成21年12月4日に企業会計基準委員会か
ら、企業会計基準第24号「会計上の変更及び
誤
ご

謬
びゅう

の訂正に関する会計基準」および企業会計
基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準の適用指針」（以下、
本会計基準等）が公表されました。
本会計基準等は、会計方針を変更した場合や、
誤謬の訂正が行われた場合などにおける、過去
の財務諸表の遡

そ

及
きゅう

処理に関する取扱いを定める
ものであり、実務上の影響は大きいと考えられ
ます。また、固定資産の減価償却方法や耐用年
数の変更に関する考え方を整理するとともに、
臨時償却が廃止されています。本稿では、本会
計基準等の内容を解説しますが、文中の意見に
わたる部分は筆者の私見であることをお断りし
ます。

1. 改正点
従来のわが国の会計基準では、「会計方針」

には「会計処理の原則及び手続」と「表示方法」
が含まれます。しかし、国際的な会計基準では、
「会計方針」には「表示方法」が含まれず、ま
た会計上の取扱いが異なるものは別々に定義す
ることが適当と考えられるため、これらを分け
て、次のように定義されています。

2. 用語の定義と会計上の原則的な取扱い
定義されている用語と、それぞれの会計上の
原則的な取扱いは、以下の表のとおりです。

はじめにⅠ

「会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準」の解説

公認会計士　金子裕子

用語の定義および
会計上の原則的な取扱いⅡ
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会計方針の変更Ⅲ

用語 定義

会計方針 会計処理の原則及び手続をいう

表示方法 表示の方法（注記による開示も含む）を
いい、財務諸表の科目分類、科目配列お
よび報告様式が含まれる

用語 原則的な取扱い

会計上の変更

会計方針の変更 ○（遡及適用）

表示方法の変更 ○（財務諸表の組み替え）

会計上の見積りの変更 ×（将来にわたり会計処理）

過去の誤謬の訂正 ○（修正再表示）

○：遡及処理する　×：遡及処理しない
※　企業会計基準委員会「「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準」及び「同適用指針」の公表」を一部修正

＜設例＞ ※　網掛けは遡及適用により修正される部分

【前提条件】
1　第2期に棚卸資産の評価方法を総平均法から先入先出法に変更した。
2　会計方針の変更の違いによる棚卸資産の簿価は次のとおりである。

先入先出法による場合 総平均法による場合

第1期期首残高 0 0

第1期期末残高 60 50

3　税率は40％とし、単純化のため当期の法人税等は当期中に支払い済みとする。
4　遡及修正に伴う過年度損益の増減などについては、課税所得に影響を及ぼさないものとする。
5　第1期の財務諸表は次のとおりである。

貸借対照表 損益計算書

現金 80 負債 0 売上 1,000

棚卸資産 50 資本金 100 売上原価 850

　 利益剰余金 30 販管費 100

税引前利益 50

法人税等 20

当期純利益 30

【会計方針の変更による遡及適用】
第1期の期末の棚卸資産と売上原価の修正を行う。

棚卸資産 10 売上原価（期末棚卸高） 10
法人税等調整額 4 繰延税金負債 4

【遡及適用した場合の第1期の比較財務諸表】
貸借対照表 損益計算書

現金 80 繰延税金負債 4 売上 1,000

棚卸資産 60 資本金 100 売上原価 840

　 利益剰余金 36 販管費 100

税引前利益 60

法人税等 24 （法人税等調整額を含む）

当期純利益 36

1. 原則的な取扱い
会計方針の変更には、①会計基準等の改正に
伴うものと、②それ以外の正当な理由によるも
のがあります。いずれの場合にも、原則として、
新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適
用します。これは、遡及適用により財務諸表全
般についての比較可能性が高まると考えられる
ためです。なお、①に関して、会計基準等に特
定の経過的な取扱いが定められている場合に

は、当該取扱いに従います。
＜設例＞のように、棚卸資産の評価方法につ

いて第2期に変更を行う場合には、第1期の財
務諸表に変更後の評価方法を遡及適用し、その
結果、修正された第1期の財務諸表の金額を基
に、第2期の財務諸表が作成されます。従って、
第2期の有価証券報告書に記載される第1期の
財務諸表の棚卸資産、利益剰余金などの金額
は、第1期の有価証券報告書に記載されていた
金額と異なる結果になります。
また、＜設例＞では省略していますが、会計
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方針の遡及適用により、第1期のキャッシュ・
フロー計算書と株主資本等変動計算書の金額も
修正されることになります。

2. 原則的な取扱いが実務上不可能な場合の
取扱い
新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的

影響額は算定できるものの、どの期間に影響を
与えるかの算定が不可能なケースがあります。
このときは、遡及適用が実行可能な最も古い期
間の期首で累積的影響額を算定し、当該期首残
高から新たな会計方針を遡及適用します。
もう一つは、新たな会計方針を遡及適用した

場合の累積的影響額を算定することが不可能な
ケースです。このときは、実行可能な最も古い
日から将来にわたり、新たな会計方針を適用し
ます。
いずれの場合にも、原則的な取扱いが実務上

不可能な理由などの注記が必要です。

3. 注記
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場

合と、それ以外の正当な理由による会計方針の
変更の場合に分けて、注記事項が定められてい
ます。また、公表済みで適用されていない新会
計基準等があるときには、その名称、概要、影
響に関する記述などの注記が必要です。

1. 原則的な取扱い
表示方法の変更が認められるのは、①表示方

法を定めた会計基準または法令等の改正により
変更が求められる場合と、②会計事象などを財
務諸表に、より適切に反映するために変更を行
う場合です。
いずれの場合においても、表示されている過

去の財務諸表を、新たな表示方法により組み替
えます。これは、会計方針の変更の場合と同様、
財務諸表全般についての比較可能性が高まると
考えられるためです。

2. 原則的な取扱いが実務上不可能な場合の
取扱い
新たな表示方法により、過去の財務諸表を組
み替えることが実務上不可能な場合には、実行
可能な期間から新たな表示方法を適用するとと
もに、実務上不可能な理由を注記します。 

3. 注記
表示方法を変更した場合には、その内容など
を注記することが必要です。

1. 原則的な取扱い 
会計上の見積りの変更が行われた場合には、
過去にさかのぼって処理せず、その影響を変更
された期以降の財務諸表において認識します。 
なお、過年度における引当金過不足の修正額
などは、従来は前期損益修正として特別損益に
表示されていましたが、本会計基準等では、当
該過不足額が計上時の見積り誤りに起因する場
合には、過去の誤謬に該当するため、修正再表
示を行います。一方、状況の変化により会計上
の見積りの変更を行ったときの差額や、実績が
確定したときの見積金額との差額については、
変更のあった期や実績が確定した期の損益とし
て、その性質により営業損益または営業外損益
として認識するとされています。

2. 注記
会計上の見積りを変更した場合には、その内
容や影響額などを注記します。

3. 減価償却等に関する取扱い
（1）臨時償却の廃止と耐用年数の変更
臨時償却は、耐用年数の変更などに関する影

響額を、その変更期間で一時に認識する方法
（キャッチ・アップ方式）です。こうした方法
は、実質的に過去の期間への遡及適用と同様の
効果をもたらす処理となるため、新たな事実の
発生に伴う見積りの変更に関する会計処理とし
て適切でないとの指摘があるとともに、国際的

表示方法の変更Ⅳ

会計上の見積りの変更Ⅴ

な会計基準では認められないと解釈されていま
す。こうしたことから、臨時償却は廃止され、固
定資産の耐用年数の変更などは、当期以降の費
用配分に影響させるプロスペクティブ方式のみ
認める取扱いとされています。 （＜図1＞参照）

（2）減価償却方法の変更
国際会計基準（IFRS）では、減価償却方法自

体は減価償却を行うという会計方針を適用する
際に使用する手法であり、使用される減価償却
方法は、資産の将来の経済的便益の「予測消費
パターンを反映すること」としています。従っ
て、予測された消費パターンに大きな変更が
あった場合には、当該パターンを反映するよう
に変更し、会計上の見積りの変更として会計処
理しなければならないとしています。
一方、わが国では、減価償却方法は、固定資
産の経済的便益の消費パターンを見積ることが
難しいため、計画的・規則的な償却を行ってい
るのが歴史的な経緯であると考えられます。ま
た、減価償却方法の変更は、計画的・規則的な
償却方法の中で行われることから、会計方針の
変更ではありますが、将来の経済的便益の予測
消費パターンに関する見積りの変更を伴うもの
と考えられます。そこで、本会計基準等では、
有形固定資産の減価償却方法および無形固定資

産の償却方法は会計方針として位置付けた上
で、減価償却方法などの変更は、会計上の見積
りの変更と同様に会計処理し、遡及適用は行わ
ないとしています。

1. 原則的な取扱い
過去の財務諸表に誤謬が発見された場合には、
原則として過去の財務諸表を修正再表示します。
なお、重要性の判断に基づいて、過去の財務諸
表を修正再表示しない場合には、その性質によ
り、営業損益または営業外損益として認識する
と考えられます。

2. 原則的な取扱いが実務上不可能な場合の
取扱い
米国基準では、原則的な取扱いが実務上不可
能な場合の取扱いは設けられていません。これ
は、誤謬を含んだ過去の財務諸表は、一般に公
正妥当と認められる会計基準への準拠性に問題
があるためです。一方、IFRSでは、合理的な
努力を尽くしても決算が確定できない事態が発
生することを避ける観点から、実務上不可能な
場合の取扱いが設けられています。
本会計基準等では、実務上不可能な場合の取

過去の誤謬の訂正Ⅵ

▶図1　耐用年数の変更に関する償却パターンのイメージ図
（プロスペクティブ方式） （キャッチ・アップ方式）
未償却残高 未償却残高

3年目

出典：企業会計基準委員会「過年度遡及修正に関する論点の整理」
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国際会計の実務【金融商品・保険契約】
International GAAP® Japan Edition 2
A5判／962ページ　レクシスネクシス・ジャパン　価格14,700円（税込み）

本書は、アーンスト･アンド･ヤングによる国際会計基準（IFRS）の会計実務書
「International GAAP® 2009」から、要望の多かった金融商品・保険契約を取り
上げています。特に、保険契約の会計処理を詳細に解説した本格的な実務書の翻訳
版は日本初です。
基準の理解のみならず実務適用にも資するよう、多くの設例に基づく具体的な解説
を加えており、企業担当者や会計実務者にとって必携の実務書です。

勘定科目別 IFRS適用の実務ポイント
A5判／276ページ　中央経済社　価格2,940円（税込み）

International GAAP® 2010（英語版）
全2巻／3,872ページ　雄松堂ファンタス　価格34,650円（税込み）

本書は、国際会計基準（IFRS）の紹介に加え、その背景にある会計理論の説明、今
後、見込まれる改訂などの解説、さらに実務上の問題点に関する解釈にまで踏み込ん
だ解説書の最新年度版です。世界各国におけるIFRS適用の事例が増える中、新たに
判明した実務上の諸問題を詳細に分析しています。IFRSの実務を把握し、問題点の
検討を行う企業担当者や会計実務者にとって必携の一冊です。

本書は、一般的な企業が国際会計基準（IFRS）へ移行するに当たり、実務上、検討
しなければならない主要かつ重要な項目を取り上げ、平易に解説したIFRS入門書で
す。各項目を勘定科目別にまとめ、基準書のレファレンスも示しており、科目別の
検討も容易になっています。ポイントや解説、設例に加え、実務上の論点も分かり
やすく記載しています。
IFRS移行に当たって検討すべき事項を科目別にチェックするきっかけとして、本書
は大変有用な一冊です。

必携 中国の会計・税務詳解
A5判／621ページ　税務経理協会　価格5,985円（税込み）

本書は、中国に進出している日系企業に影響の大きいテーマをピックアップし、中
国駐在員が中心となって詳しく解説したマーケット待望の一冊です。
新会計基準、内部統制制度、増値税法・営業税法の改正、企業所得税法改正、組織
再編税制、移転価格税制など、ここ数年の主要な改正内容を網羅しています。
中国で実務を担当している方や経営陣、日本親会社で連結決算を担当している方に
必携の実務書です。
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扱いを明示していませんが、まれに実務におい
て誤謬の修正再表示が不可能な場合が生じる可
能性を否定するものではないとしています。

3. 注記
過去の誤謬の内容や影響額などについて注記

することが必要です。

本会計基準等は、平成23年4月1日以後開始
する事業年度の期首以後に行われる会計上の変
更および過去の誤謬の訂正から適用されます。
ただし、未適用の会計基準の影響などに関する
注記については、平成23年4月1日以後開始す
る事業年度から適用されます。

四半期財務諸表に固有の遡及処理などに関す
る取扱いについては、引き続き検討が行われる
予定です。また、その他の会計基準（1株当た
り当期純利益に関する会計基準、株主資本等変
動計算書に関する会計基準など）についても改
正が予定されています。

会計上の変更および誤謬の訂正の遡及処理は、
これまでの、わが国の会計処理とは異なる取扱
いであるため、関連する、ほかの制度等との関
係に留意することも重要と考えられます。
会社法では、過年度事項の開示や、過年度事

項を前提とした当期の計算書類の作成ができる
ことが明記されていますが、過去の誤謬につい
ては、過去の計算書類の確定といった手続きが
必要になる場合が考えられます。また、金融商
品取引法における訂正報告書との関係や、税務
申告書における取扱いについては、今後の動向
に留意することが必要と思われます。

適用時期Ⅶ

その他の会計基準等への影響Ⅷ

ほかの制度等との関係Ⅸ




